
函 館 市 中 小 企 業 融 資 制 度 一 覧 
  (令和６年１０月１日現在) 

資  金  名 融  資  対  象 

融  資  条  件 

備  考 
信用保証協会 

信用保証 資金使途 融資限度額(万円) 融資期間(うち据置期間) 融資利率(固定金利) 

一  般  支  援  資  金 

仕入・決済資金等が必要な方 運  転 ４，０００ １０年以内（２年以内） 
１．３０％以内 

経営改善企業 ０．８０％以内 

別に保証料が必要。 

資金使途については，運転・設備の併用も可。ただ

し，運転資金の融資条件の範囲内とする。 

保証必須 

設備の設置・改善資金が必要な方 設  備 ６，０００ １５年以内（３年以内） 

１０年以内  １．３０％以内 

経営改善企業 ０．８０％以内 

１０年超   １．７０％以内 

経営改善企業 １．２０％以内 

小 口 フ ァ イ ト 資 金 
小規模事業者で運転資金や設備資金

が必要な方 

運  転 

設  備 
２，０００ １０年以内（１年以内） 

１．００％以内 

経営改善企業 ０．５０％以内 
別に保証料が必要。 

小口零細企業

保証必須 

産 業 活 性 化 資 金 
設備の近代化や新分野の事業への進

出を行う方 
設  備 ２０，０００ １５年以内（３年以内） 

１．５０％以内 

経営改善企業 １．００％以内 

※ 下記優遇対象 １．００％以内 

 

必要により 

保証付き 

チ ャ レ ン ジ 資 金 新たに開業しようとする方等 
運  転 

設  備 
２，０００ １０年以内（２年以内） 

１．３０％以内 

中心市街地での開業０．８０％以内 

保証を付けない場合は，開業に要する資金の３０％

以上の自己資金が必要。 

Ｉ Ｔ ・ ロ ボ ッ ト 等 活 用 

生 産 性 向 上 資 金 

ＩＴ・ロボット等活用による生産性向

上のための設備資金が必要な方 
設   備 ６，０００ １５年以内（３年以内） 

１０年以内  ０．８０％以内 

１０年超   １．２０％以内 

函館市ＩＴ・ロボット等活用生産性向上補助金の専

門家派遣型ＩＴ・ロボット等設備導入支援事業の交

付事業が対象。 

協 同 組 合 等 事 業 資 金 
組合員のための施設の設置や改善を

行う協同組合等またはその組合員 
設  備 

３，０００ 

組合等 ２０，０００ 
１５年以内（３年以内） １．１０％以内 

協同組合等は，市内に事業所を有する中小企業者が

組合員の３分の２以上を占めていることが必要。 

緊 急 対 策 資 金 
地震・風水害・経済危機等の被害によ

り経営の安定を図る資金が必要な方 

運  転 １，０００ １０年以内（２年以内） １．２０％以内 【物価高騰により，経営に直接的または間接的な影

響を受けている中小企業者等を対象に，令和７年３

月３１日まで適用】 

※新型コロナの影響によるものについては取扱いを終了 

設  備 ３，０００ １５年以内（３年以内） 

１０年以内  １．２０％以内 

１０年超   １．６０％以内 

注１）上記の利率は，令和７年４月１日以降，金融情勢により変更することがあります。 

注２）担保・保証人は信用保証協会または取扱金融機関の定めるところによるものとし，担保が必要な場合は， 

別に担保手数料が必要となる場合があります。 

注３）設備資金は，対象となる設備投資が市内で実施されるものに限ります。 

注４）産業活性化資金，チャレンジ資金，ＩＴ・ロボット等活用生産性向上資金，協同組合等事業資金， 

緊急対策資金は，函館商工会議所への提出書類も必要です。 

注５）融資予定額に達した場合は，年度の途中であっても取り扱いを打ち切ることがあります。 

注６）借り換えについては，信用保証協会の保証付きの函館市の中小企業融資制度資金を一般支援資金，小口ファイト 

資金または信用保証協会の保証付きの緊急対策資金で借り換える場合および信用保証協会の保証付きの北海道

の中小企業制度融資資金や金融機関の資金を一般支援資金で借り換える場合に限りできることとしています。 

※ 産業活性化資金における優遇利率対象：自然エネルギー発電施設の新増設用資金 

店舗，工場等の施設の耐震改修用資金 

 


